
令和６年能登半島地震で県外の公営住宅へ入居されている皆様へ

石川県内の公営住宅・仮設住宅のご案内

令和６年1月１日の能登半島地震により被災され、石川県外の公営住宅に入
居されている皆様の今後の住まいの再建にお役立ていただけるよう、石川県内
の県営住宅、市営・町営住宅、応急仮設住宅（建設型仮設住宅）をご案内いた
します。ご不明な点やご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださ
い。

石川県から
のお知らせ

令和７年１１月

１ 石川県内の県営住宅へ入居する

〔申込資格〕 被災者（※）については被災状況により一部入居要件を緩和

※令和６年能登半島地震発災時に七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、内灘町、志賀町、
中能登町、穴水町、能登町に居住しており、住宅に大きな被害を受けた方

〔相談窓口〕 石川県県営住宅管理センター

 

２ 石川県内の市営・町営住宅へ入居する

〔相談窓口〕 入居希望の市町の担当窓口へお問い合わせください。

問い合わせ先

平和町店 076-241-5370
駅西店 076-232-5140
野々市駅前店 076-246-1320



石川県能登半島地震復旧・復興推進部
生活再建支援課 生活再建支援Ｇ
電話： 076-225-1982

３ 応急仮設住宅（建設型仮設住宅）へ入居する

〔対象者〕

(1)住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方

(2)半壊以上で住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方

(3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、地滑り等により避難指示等を受けて
いるなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町長が認めた方

(4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、修理に要する期間が1か月
を超えると見込まれる方
（半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な方に限る。）

(5)その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者

〔相談窓口〕 被災時に居住していた市町の担当窓口へお問い合わせください。
 
 ※仮設住宅の所在地によって入居に順番待ちがある場合があります

問い合わせ先
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